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土地利用実態が挙げられる。 低密な土地利用の顕著な例であ

る平面駐車場 （写真－ 1） が、 ナイロビ市 CBD 内に多く立

地し使用されている理由として、 鉄道等旅客の大量輸送を行う

ことのできる公共交通が未整備であることが考えられる。 今後、

土地利用の高度化に向け、 CBD の面開発の促進に併せ、 公

共交通機関の充実を含めた複合的な都市整備の推進が求め

られる。

（2） 調査内容の解析 （都市開発実態の把握）

1） 指定容積率と消化容積率の比較

ナイロビ市 CBD の容積率は東側地区を除き 500 ～ 600%
に定められており、 土地の高度利用が求められている。 しか

しながら図－ 3 および表－ 2 に示すとおり、 最も高度利用が

進んでいる C 地区でさえ消化容積率が 386% と指定容積率

600% に大きく満たないのが現状であり、 ナイロビ市が目指す

開発指針と開発実態の間に大きなギャップが存在することが確

認できる。 また B、 C 地区を除く全ての街区で消化容積率が

300% を切るなど、 本邦都市計画法上の住居系地域と同等の

容積率の消化に留まっており、 地元経済の牽引が求められる

商業／業務系が集積する中心市街地としては低い消化容積率

となっている。

2） 低容積率の改善に向けた課題

ナイロビ市 CBD において消化容積率が低い理由として、

CBD 内に点在する平面駐車場や図－ 4 および表－ 3 に示す

とおり G、 H 地区に立地する低所得者用の隣棟間の大きい住

棟配置 （建蔽率 :G 地区 =    23%、 H 地区 =    33%） 等低密な

表－ 2　ナイロビ市CBDの指定容積率4）と消化容積率の比較

地区
指定容積率

（A）
消化容積率

（B）
消化率
（B/A）

A 500 % 87 % 17 %
B 500 % 375 % 75 %
C 600 % 386 % 64 %
D 600 % 272 % 45 %
E 350 % 210 % 60 %
F 350 % 185 % 53 %
G 75 % 26 % 34 %
H 75 % 80 % 107 %

全体 － 226 % －

表－ 3　ナイロビ市CBDの指定建蔽率 4）/消化建蔽率の比較

地区
指定建蔽率

（A）
消化建蔽率

（B）
消化率
（B/A）

A 80 % 30 % 38 %
B 80 % 51 % 64 %
C 80 % 36 % 45 %
D 60 % 53 % 89 %
E 80 % 59 % 74 %
F 80 % 58 % 73 %
G 50 % 23 % 45 %
H 50 % 33 % 66 %

全体 － 42 % －

図－ 3　ナイロビ市 CBD の消化容積率

（筆者作成）

写真－ 1　ナイロビ市 CBD に点在する平面駐車場

（筆者撮影）

図－ 4　低建蔽率の住棟配置 （G 地区、 H 地区）

（筆者作成）
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近い値であり、 国家経済の牽引を担う業務中心地のものとして

は低い値であることがわかる。 このため、 ナイロビ市 CBD とし

て指定容積率まで高度利用を図っていくことが今後の課題とな

る。 また丸の内やマンハッタンのような先進国の経済中心地区

では、 指定容積率が 1,000% を越えており、 将来的にはナイ

ロビ市 CBD も容積率の積み増しを検討すべきである。

ケニア国の実質 GDP 成長率 （2013） は 4.7%9） と他のア

フリカ諸国と比べそれほど高い数値ではないが、 観光業を除く

ほぼすべての産業がプラス成長を示すなど安定した成長過程

にあり、 これに伴い都市部に対し開発圧力が起きている。 ケ

ニア国の開発方針を示した The Kenya Vision 203010） にお

いても定められているように、 今後ナイロビ市が東アフリカにお

いてイニシアティブを持ち国際競争力の高い都市として成長し

ていくためには、 首都であるナイロビ市 CBD を中心に土地の

高度利用化が必要であるが、 前述のとおり消化容積率が指定

容積率に遠く及ばないのが現状である。 この要因として、 街路

空間の不足やマストラの未整備、 駐車場容量の不足に伴い交

通渋滞が慢性化し都市活動が麻痺していること、 さらには駐車

場や低所得者向け住宅等の低密度な開発が進められ都市経

済活動を支える企業等の誘致を行うことが困難な状況にあるこ

となどが挙げられる。 このような状況を改善することで、 土地の

高度利用を図っていく必要がある。

（2） 地区計画の活用による柔軟な計画制度の確立

ナイロビ市の開発指針 4） は、 表－ 5 に示すように幹線道路

を中心に区切られた地区に対し、 ①建蔽率、 ②容積率、 ③開

発可能な建築用途、 ④最低敷地規模を定めている。

これら開発指針は地区ごとに定められたもので、 本邦の地

区計画のように、 特定の街区に対して明確な開発誘導や規制

を行うための計画制度は有していない。 CBD はナイロビ市の

中でも開発ポテンシャルの高いエリアであるため、 今後具体的

かつ効果的な計画づくりが求められる。 このため、 特定の街区

に対し、 建蔽率や容積率積み増し、 建築用途や建物配置等、

より具体的に土地の高度利用を促すことのできる本邦の地区計

画制度のような計画制度の構築が望まれる。

（3） 用途構成からみるナイロビ市 CBD の特徴

ナイロビ市 CBD 内における建物延床面積の用途構成 （図

－ 5） をみると、 47.7% が事務所、 20.0% が商業、 8.4% が

宿泊施設と、 商業／業務系用途によって 8 割近くが占められ

ており、 経済活動の拠点としての機能が集積していることがわ

かる。 一方で、 住居系の占有率が他用途に比べ 4.7% と低い

ことから、 CBD で働く従業者の多くが CBD 外から通勤してお

り、昼間人口と夜間人口の差の大きい地域であることが伺える。

ナイロビ市 CBD 北側 （A 地区） で約 7% を占める教育施

設は University District と呼ばれるナイロビ大学キャンパス

と他大学のサテライト校が集積する区画によるものである。 ナイ

ロビ市 CBD では、 これら教育研究機関と事務所が連携して新

規ビジネスを生み出す取組がなされており、 これが CBD 内に

高等教育機関を抱えるナイロビ市 CBD の特徴であると言える。

一方で、 工業が 2% を占めるなど、 郊外型の土地利用の混在

が見受けられる。 このように延床面積を用いた用途構成を示す

ことで、 現況の特徴が明らかになり用途純化の必要性を指摘

することができた。

4． 将来計画への展開

本邦の都市計画基礎調査および用途地域の考え方を用い

た分析により下記に示す改善策を示唆した。

（1） 消化容積率の改善

東京都心である千代田区の消化容積率の平均値は約 600%
であり、 ナイロビ市 CBD の指定容積率に近いものである。 し

かし、 表－ 4 に示したとおり、 ナイロビ市 CBD の平均消化容

積率は 226％で、 本邦の用途地域に照らすと住居系地域に

表－ 4　各国中心業務地区における容積率比較 5）, 6）,7）,8）

都市 指定容積率 平均消化容積率

ナイロビ市 CBD 75 － 500% 226%

東京 千代田区
区平均 : 559% 
丸の内 : 1,300%

区平均 : 599%

NY マンハッタン 時限法 : 1,800% アッパーイースト : 631%
ミッドタウン : 1,424%

表－ 5　ナイロビ市 CBD 開発指針 4）

地区 建蔽率 容積率 開発可能用途 最低敷地規模

A 80 % 500 %

商業
住宅

軽工業
500m2

B 80 % 600 %

C 80 % 500 %

D 60 % 600 %

E,F 80 % 350 %

G,H 50 % 75 % 住宅 500 m2

図－ 5　ナイロビ市 CBD の建物延床面積の用途構成

（筆者作成）
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容積緩和、 建築意匠や高さ制限等を街区やエリア単位で指定

できる地区計画の整備が望ましい。

（4） 駐車場不足の解消

ナイロビ市 CBD における駐車場の延床面積は 184,621 ㎡

である。 このうち、 車路や設備シャフト等を除いた駐車スペー

スを 50% と仮定し、 車庫寸法として 15m2 （2.5m*6.0m） を

想定すると、 現状 CBD 全体で 6,154 台の駐車スペースが確

保されていることになる。

これに対し、 東京都都市整備局が定める駐車施設の附置義

務 11） に基づきナイロビ市 CBD の既存建物に対する附置義務

台数を求めると、 現状において 13,868 台の駐車スペースが

必要との結果が得られた （表－ 6）。 この結果、 現状におい

て 7,714 台の駐車スペースが不足しているということになる。 こ

れに加え、 ナイロビ市は公共交通が未整備であるため、 日本

と比べ公共交通機関分担率が低く、 自動車の利用率が高い。

このため潜在的な駐車場需要はさらに多いことが予想される。

事実ナイロビ市 CBD では駐車場の利用率が高く空き駐車

場が確保できないことから、 常時多数の路上駐車が車線を埋

めることで車線数を減少させることが慢性的な交通渋滞を引き

起こす原因の一つとなっている （写真－ 2 参照）。

現在ナイロビ市政府は新規開発に対し駐車場の設置を義務

づけていないが、 今後想定される開発や駐車場需要を考慮し

本邦の駐車場附置義務制度のような適切な開発指針を整備す

べきである。 また今後の経済発展や土地の高度利用に伴い、

CBD 内への交通流入が増加する可能性があるため、 CBD 内

への駐車場の増設に併せて公共交通との分担や集約駐車場

を組み合わせるなどの対策が必要である。

5． まとめ

建築実態調査によって得られた結果を GIS 化しデータ解析

を行うことで、 調査地域における用途構成や、 消化床面積を

指標とした開発実態を把握することができた。 これらを既存の

計画指針と比較することで、 容積率消化が不十分である実態

等の課題を明確化することができ、 ケニア国政府の都市計画 ・

都市開発担当者に対して、 本邦都市計画基礎調査等の技術

導入の有用性を示すことができた。 併せて、 本稿で示した建

物調査のデータベース化は、 GIS ソフトに不慣れな非専門ス

タッフによって実施したものである。 オープンソース GIS への

調査データの入力手順をマニュアル化することによって非専門

スタッフでもデータベースの作成が可能となった。 これは、 開

発実態を示すデータや基礎調査を実施するための資金が限ら

れる途上国における調査 ・ 分析手法としても有効かつ汎用性

があり、 途上国の地方行政への技術移転のツールとしても活

用することができる。 また今後このようにして整備された建物現

況データと建築確認申請等の開発許認可システムを統合させ

ることで、 開発許認可手続きの事務負担の軽減とともに、 タイ

（3） 開発規制の徹底

図－ 6 の街区単位で消化容積率を確認すると、 B 地区 （指

定容積率 :500%） と C 地区 （600%） の一部で指定容積率

を大きく超過する街区が存在していることがわかる。 これらの中

には省庁事務所が含まれており、 一部特例的に容積率の緩和

を行った可能性もある。 これらの非常に高容積な街区は中層

建築物が立ち並ぶ街区の中に局所的に出現しており、 全体と

して統一感のない街並みが形成されている。

CBD は経済効率の高さだけでなく、 都市の顔として連続し

たスカイラインの形成等、 統一感のある良好な都市景観の創

出が必要であり、 今後このような状況を改善するために建築

規制の周知徹底と、 今後都市機能等を高度に誘導するなど、

CBD 内において重点的優先的に整備を進める地区における

表－ 6　ナイロビ市 CBD における附置義務台数の検討

延床面積 検討条件 附置義務

店舗 867,216 m2 1 台 /250 m2 3,468 台

事務所等 2,652,674 m2 1 台 /300 m2 8,842 台

共同住宅等 545,505 m2 1 台 /350 m2 1,558 台

合計 － － 13,868 台

（筆者作成）

図－ 6　街区別消化容積率 （B 地区および C 地区北側）

B 地区

C 地区
（筆者作成）

写真－ 2　CBD 内の路上駐車
（筆者撮影）
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